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平 成 ２ １ 年

上砂川町議会第３回定例会会議録（第１日）

９月１６日（水曜日）午前１０時００分 開 会

午前１１時３２分 散 会

〇議事日程 第１号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 会期決定について

９月１６日～９月１８日

３日間

第 ３ 諸般の報告

１）議会政務報告

２）閉会中における常任委員会所管

事務調査結果報告

総務文教常任委員会（川上委

員長）

３）空知中部広域連合議会第２回定

例会結果報告（髙橋議員）

４）例月出納検査結果報告

（６・７・８月分）

第 ４ 町長行政報告

第 ５ 教育長教育行政報告

第 ６ 同意第 ３号 固定資産評価審査委

員会委員の選任につき同意を求める

ことについて

※ 同意第３号は即決とする。

第 ７ 議案第２８号 上砂川町営住宅条例

等の一部を改正する条例制定につい

て

第 ８ 議案第２９号 北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更について

第 ９ 議案第３０号 北海道市町村総合事

務組合規約の変更について

第１０ 議案第３１号 北海道町村議会議員

公務災害補償等組合規約の変更につ

いて

第１１ 議案第３２号 平成２１年度上砂川

町一般会計補正予算（第４号）

第１２ 議案第３３号 平成２１年度上砂川

町老人保健施設事業特別会計補正予

算（第１号）

第１３ 議案第３４号 平成２１年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第

１号）

※ 議案第２８号～第３４号は、提

案理由・内容説明までとする。

第１４ 認定第 １号 平成２０年度上砂川

町一般会計及び特別会計決算認定に

ついて

第１５ 認定第 ２号 平成２０年度上砂川

町水道事業会計決算認定について

※ 認定第１号・第２号は、認定に

付すべき理由・内容説明・質疑ま

でとし特別委員会に付託。

第１６ 決算特別委員会設置及び付託につい

て

第１７ 報告第 ４号 平成２０年度上砂川

町財政健全化判断比率等の報告につ

いて

〇会議録署名議員

４番 数 馬 尚

５番 髙 橋 成 和

◎開会の宣告

おはようございます。ただ〇議長（堀内哲夫）

いまの出席議員は９名でございます。
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理事者側につきましては、栗原教育委員長が所

用のため欠席しております。

定足数に達しておりますので、平成21年第３回

上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、開

会いたします。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

直ちに本日の会議を開きま〇議長（堀内哲夫）

す。

◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（堀内哲夫）

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第117条の規定に

よって、４番、数馬議員、５番、髙橋議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎会期決定について

日程第２、会期決定につい〇議長（堀内哲夫）

て議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら９月18日までの３日間にしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

よって、会期は、本日から９月18日までの３日

間に決定いたしました。

なお、会期中の会議の予定につきましては、お

手元に配付の日程表のとおりであります。

◎諸般の報告

日程第３、諸般の報告を行〇議長（堀内哲夫）

います。

議会政務報告を行います。報告事項につきまし

ては、それぞれ印刷してお手元に配付していると

おりでありますので、ごらんになっていただき、

報告にかえさせていただきます。

次に、閉会中における常任委員会の所管事務調

査結果について報告を求めます。総務文教常任委

員会、川上委員長。

総務文教常〇総務文教常任委員長（川上三男）

任委員会の所管事務調査について報告いたしま

す。

調査期間ですけれども、平成21年の７月１日、

１日間。

調査事項としまして、ジャパンアグリテックの

シイタケ栽培、それに雇用状況調査及び中学校の

大規模改修現地調査であります。

調査委員は、文教常任委員全員です。

随行員は、教育長、教育次長、総務企画課長、

総務企画課参事、消防長。

説明者は、秋元中学校校長、鈴木ジャパンアグ

リテック北海道事業所長。

調査結果ですけれども、視察前に林総務企画課

長と渡辺教育次長より調査の概要説明を受け、そ

の後現地調査に入り、中学校校舎の状況及びジャ

パンアグリテックのシイタケの栽培、雇用状況に

ついて説明を受けました。

中学校校舎については、校長、教頭立ち会いの

もと１階から４階まで特別教室を含めすべての教

室を視察し、校舎の状況及び改修方法について確

認したところでありますが、老朽化が著しく改修

箇所が多岐にわたっているので、大規模改修に当

たっては授業に支障が来すことのないような施工

が望まれるところであります。

ジャパン社については、栽培棟Ａ棟、Ｂ棟合わ

せて35万本のほだ木を培養しており、この35万本

のほだ木から１日当たり1.2トン近い生シイタケ

が収穫され、年間400トンの生シイタケが収穫さ

れることになります。

また、雇用についても現在34名の雇用があり、

今後はシイタケの加工品にも取り組むことから新

たな雇用が創出できることになり、今後の事業展

開が期待されるところであります。

以上であります。
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次、空知中部広域連合議会〇議長（堀内哲夫）

第２回定例会結果について報告を求めます。髙橋

議員。

空知中部広域連合議会につ〇５番（髙橋成和）

いて。

標記の件につき、平成21年空知中部広域連合議

会第２回定例会が下記のとおり開催されましたの

で、ご報告いたします。

日時でございますが、平成21年８月28日金曜日

午前10時から、場所につきましては空知中部広域

連合広域介護予防支援センター世代間交流室でご

ざいます。

議件につきましては、辞職第１号 議長の辞任

について。選挙第１号 議長の選挙について。選

挙第２号 副議長の選挙について。議案第９号

監査委員の選任について。議案第10号 監査委員

の選任について。認定第１号 平成20年度空知中

部広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につい

て。認定第２号 平成20年度空知中部広域連合介

護保険事業会計歳入歳出決算の認定について。認

定第３号 平成20年度空知中部広域連合国民健康

保険事業会計歳入歳出決算の認定について。認定

第４号 平成20年度空知中部広域連合老人保健特

別会計歳入歳出決算の認定について。認定第５号

平成20年度空知中部広域連合障害支援事業会計

歳入歳出決算の認定について。議案第８号 空知

中部広域連合国民健康保険条例の一部を改正する

条例について。議案第１号 平成21年度空知中部

広域連合一般会計補正予算（第１号 。議案第２）

号 平成21年度空知中部広域連合介護保険事業会

計補正予算（第１号 。議案第３号 平成21年度）

空知中部広域連合国民健康保険事業会計補正予算

（第１号 。議案第４号 平成21年度空知中部広）

域連合老人保健特別会計補正予算（第１号 。議）

案第５号 平成21年度空知中部広域連合障害支援

事業会計補正予算（第１号 。議案第６号 空知）

中部広域連合介護保険総合条例の一部を改正する

条例。議案第７号 空知中部広域連合介護保険被

保険者の利用者負担金の特例に関する条例の一部

を改正する条例について。議案第11号 北海道町

村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て。議案第12号 北海道市町村総合事務組合規約

の変更について。議案第13号 北海道市町村職員

退職手当組合規約の変更について。

結果でございますが、慎重審査の結果、各議件

とも全会一致、原案のとおり可決されました。

なお、資料につきましては事務局のほうに保管

しておりますので、ご報告いたします。

以上でございます。

次、例月出納検査結果報告〇議長（堀内哲夫）

を行います。

本件につきましては、お手元に配付の報告書の

６、７、８月分のとおりでありますので、ごらん

いただき、報告といたします。

以上で諸般の報告を終わります。

◎町長行政報告

次、日程第４、町長の行政〇議長（堀内哲夫）

報告を行います。町長。

町長行政報告を申し上げ〇町長（加賀谷政清）

ます。

今回報告いたします平成21年の第２回定例会か

ら本定例会までの町政執行上の町内外の行事、会

議などにつきましては、お手元に配付の報告書に

より報告とさせていただきますが、２点について

報告をしたいと思います。１点目が株式会社わた

なべファームシイタケ栽培施設の増棟について、

もう一点につきましては新型インフルエンザ感染

防止対策本部の設置についてであります。

初めに、株式会社わたなべファームのシイタケ

栽培施設増棟についてご報告をいたします。株式

会社わたなべファームは、本町における生シイタ

ケの生産が上砂川バイオ社の栽培棟８棟だけで栽

培され、取引先からのシイタケの需要に対応でき

ない状況にあったことから、当時北海道椎茸集荷

センターの渡辺センター長が平成19年７月に中町
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工業団地に個人で公庫などの融資を受け、シイタ

ケ栽培施設２棟を建設し、操業した企業でありま

す。経営が軌道に乗ったことから、経営の安定を

図るために本年４月に株式会社を設立したところ

であります。

現在わたなべファームは、年間60トンの生シイ

タケを生産し、道内市場はもとより東京のイトー

ヨーカドーなどにも出荷しておりますが、取引先

の需要に十分対応できないのが現状であります。

このたび現在の栽培施設に隣接する本町工業団地

に252.72平方メートルの鉄筋ドーム型ハウス１棟

を建設し、年間約30トンのシイタケの収穫量を図

り、年間売上額も2,000万円の増収を図ることと

しており、さらに雇用につきましても需要増加に

伴い、新たに５名程度の雇用創出を予定している

ところであり、地域経済の活性化につながるもの

と思っているところであります。また、栽培施設

の増棟によりまして上砂川バイオから菌床ほだ木

を年間12万本購入することとなり、関連企業への

波及効果も期待されているところであります。

道内で唯一農業のない本町におきましては、現

在町内のシイタケ関連企業を合わせますと年間80

0トンの収穫量があり、わたなべファームが栽培

棟から新たに30トンのシイタケを収穫することに

なりますと、シイタケの収穫量が道内第１位の白

老町の830トンに匹敵する収穫量となり、本町の

特産品である菌床シイタケのブランド化が図れる

とともに、シイタケを活用した加工品企業の誘致

も期待されているところであります。

この栽培施設につきましては、８月から工事に

着手いたしておりまして、10月中旬ごろの竣工を

予定しておりますが、昨年企業振興促進条例の一

部を改正いたしましてマイクログラス社やジャパ

ンアグリテック社に助成した産炭地域振興センタ

ーの助成金を活用して地域振興のため支援するこ

ととし、現在振興センターに対し助成申請の手続

を進めているところでありますので、関係予算に

つきましては振興センターの交付決定が12月ごろ

、 、となりますので 12月定例会に補正予算を計上し

支援してまいりたいと考えているところでありま

す。

次に、本町における新型インフルエンザ感染防

止対策本部の設置についてであります。厚生労働

省は、８月21日にインフルエンザの流行期に入っ

たとし、そのほとんどは新型と見られると発表い

たしました。９月には、北海道も流行期に入った

とされ、５月に海外からの帰国者に国内初の新型

インフルエンザ感染者が確認されて以来、感染者

は急速に拡大し、９月下旬から10月上旬にかけて

発症のピークと推測されているところでありま

す。

滝川保健所では、国内感染が確認される直前の

５月と道内発生前の６月に管内10市町や関係機関

による対策連絡会議を開催いたしまして、初期の

対策について協議されたことを受け、本町におい

ても担当部局を通じ、福祉施設などを初め関係部

局に注意を促すとともに、対策本部の設置につい

て準備を進めてきたところであります。そして、

７月に入りまして空知管内で初の感染者が月形町

で確認されたことに始まり、17日には砂川市でも

感染者が確認されたことを受け、本町では７月の

連休明けの21日に社会福祉施設や学校を初め、集

団感染が危惧される各施設の所管関係部局を構成

員として町長を本部長とするインフルエンザ等感

染防止対策本部を設け、第１回目の関係部局によ

る対策連絡会議を開催いたしまして、随時開催で

きる体制の中で現在に至っているところでありま

す。

、 、こうした中 ８月20日には町内で26歳の女性が

また25日には中学校３年生の生徒がＡ型インフル

エンザと診断され、状況から新型と推定されたと

ころであります。その後、町内では終息している

ものの、近隣自治体での多くの感染者が発生して

いる状況を踏まえまして、感染拡大については依

然として予断を許さない状況にあるものでありま

す。
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なお、対策などの概要につきましては、本会議

終了後の全員協議会において担当課長から具体的

に説明させる予定でありますが、他自治体同様、

本町でも学校を含む各施設などで使用するマスク

や石けん、消毒液などについて、10月までの流行

期を想定した必要量の確保を図るため、このたび

の補正予算でその35万円の補正予算を計上するも

のでありますので、ご理解いただきたいと思いま

す。

最後に、今後も対策本部を有効に機能させる中

で各種対策に努めてまいることを申し上げ、町長

行政報告とさせていただきます。

以上です。

以上で町長の行政報告を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

◎教育長教育行政報告

次に、日程第５、教育長の〇議長（堀内哲夫）

教育行政報告を行います。教育長。

。〇教育長 勝又 寛（ ） 行政報告を申し上げます

平成21年６月の第２回定例会以降の町内外の会

議、行事等につきましては、お手元に配付してお

ります報告書により報告をさせていただきます。

特に報告することはございませんので、以上で

教育行政報告とさせていただきます。

以上で教育長の教育行政報〇議長（堀内哲夫）

告を終わります。

◎同意第３号

日程第６、同意第３号 固〇議長（堀内哲夫）

定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

同意第３号 固定資産評価審査委員会委員の選任

につき同意を求めることについて、提案理由、内

容の説明を申し述べますので、ご審議くださるよ

うお願いをいたします。

提案理由は、現委員の東海一男氏が平成21年11

月７日で任期満了となることに伴い、同氏を再任

することについて、議会の同意を求めるものであ

ること。

本文をご参照願いたいと思います。次の者を本

町固定資産評価審査委員会委員に選任したいの

で、地方税法第423条第３項の規定により議会の

同意を求める。

住所、上砂川町字上砂川30番地の４（本町北３

丁目１番８号 。氏名、東海一男。生年月日、昭）

。 、 。 、 。和23年３月17日 職業 会社員 備考 任期３年

本件は人事案件につき、全会一致をもってご同

意くださるようよろしくお願いを申し上げます。

以上であります。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

、 、本件は人事案件でございますので この際質疑

討論を省略し、即決でまいりたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより同意第３号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、町長の提案のとお

り同意することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

よって、同意第３号 固定資産評価審査委員会

委員の選任につき同意を求めることについては、

同意することに決定いたしました。

◎議案第２８号

日程第７、議案第28号 上〇議長（堀内哲夫）

砂川町営住宅条例等の一部を改正する条例制定に

ついて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第28号 上砂川町営住宅条例等の一部を改正
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する条例制定について、提案理由を申し述べます

ので、ご審議くださるようお願いをいたします。

上砂川町営住宅条例等の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。

提案理由は、町営住宅等における暴力団員の入

居、使用の制限等を行うことにより、住民の生活

の安全と良好な住環境の確保を図るため、関係条

例の一部を改正するものであること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして議案第28号について内容の説明をいたしま

す。

お手元に配付してございます資料ナンバー１を

ごらんいただきたいと思います。１、改正の理由

でございます。平成19年４月に東京都の町田市の

都営住宅におきまして、暴力団員による立てこも

り発砲事件が発生したことを受けて、全国的に公

的住宅からの暴力団排除の機運が高まる中、国土

交通省から公営住宅における暴力団排除について

の基本方針が示され、早期対応が求められている

ものであります。本町におきましても住民生活の

安全と快適、良好な住環境確保を図るため、砂川

警察署と暴力団に関する情報提供等の協定締結を

し、トラブル防止に向け、全面支援、協力をいた

だき対応することから、関係条例を改正するもの

でございます。

２の改正の内容でございますが、３点にまとめ

ております。１点目は （１）でございます。新、

規入社の資格、同居の承認、入居の承継の承認に

ついての規制を追加するものであります。①とい

たしまして、新たに入居する世帯で、いずれかが

暴力団員であることが判明した場合は入居をさせ

ないこと。②として、新たに同居者が生じても暴

、 。 、力団員の場合は これを認めないこと ③として

入居名義人が死亡等により同居者等が継承する場

合も暴力団員の場合、承認しないとするものでご

ざいます。

２点目が（２）であります。既存入居者及び同

居者が暴力団員であることが判明した場合は、近

傍同種の家賃を課し、退去を推進し、明け渡し請

求を行うことの追加でございます。

３点目は（３）でございます。警察署長の意見

の聴取についての追加で、入居者及び同居者等が

暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意

見を聞くことができるとするものでございます。

、 。次に ３の警察署との協定の内容でございます

１つとして、町は町営住宅の新規入居申し込みの

際、入居者等が暴力団員であるか否かについて照

会をし、警察署はその結果について通知をすると

いうことでございます。既存入居者につきまして

も同様といたしますが、暴力団員の不当行為防止

等にかかわる法律の規定により女子及び18歳未

満、そして70歳以上の男子については警察への照

会は行わないこととするものであります。

（２）でございます。町は、暴力団員を退去さ

せるに当たりまして、必要に応じて警察署に支援

を求め、警察署はこれに協力するとの内容となっ

てございますが、条例可決後に協定締結をし、施

行にあっては10月１日とし、町営住宅及び単身者

住宅について適用するものでございます。

なお、空知管内の状況でございますが、８月末

の時点で25市町のうち15市町が実施済みでござい

まして、砂川警察署管内におきましては砂川市、

浦臼町が既に条例改正及び警察署と協定締結を完

了しておりまして、このたび当町、奈井江町が実

施することにより砂川署管内すべての市町が完了

するものでございます。

砂川警察署との協定調印につきましては、９月

29日に奈井江町と合同で行いまして、その後マス

コミ発表の予定としているところでございます。

なお、住民への周知は町広報10月号に掲載し、周

知を図ることといたしますので、ご理解を賜りた
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いと存じます。

それでは、本文に入らせていただきます。上砂

川町営住宅条例等の一部を改正する条例。

第１条 上砂川町営住宅条例（平成９年上砂川

町条例第７号）の一部を次のように改正する。

「 」第５条第５号中 第３条第３項若しくは第４項

を「第３条第４項若しくは第５項」に改める。

第６条に次の１号を加える。

（５）その者及びその者と現に同居し、又は同

居しようとする親族が暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

（ 「 」２条第６号に規定する暴力団員 以下 暴力団員

という ）でないこと。。

第12条に次の１項を加える。

２ 町長は、前項の規定により入居者が同居さ

せようとする者が暴力団員であるときは、同項の

承認をしてはならない。

第13条に次の１項を加える。

２ 町長は、前項の規定により承認を得ようと

する者又は承認を得ようとする者と現に同居し、

若しくは同居しようとする親族が暴力団員である

ときは、同項の承認をしてはならない。

第37条第１項第４号中 第12条 第13条 を 第「 、 」 「

12条第１項、第13条第１項」に改める。

第39条第２項に次の１号を加える。

（４）その者及びその者と現に同居し、又は同

居しようとする親族が暴力団員でないこと。

第54条に次の１号を加える。

（３）その者及びその者と現に同居し、又は同

居しようとする親族が暴力団員でないこと。

第59条に次の１号を加える。

（ ） 。４ 入居者又は同居者が暴力団員でないこと

第69条を第70条とし、第68条を第69条とし、第

67条を第68条とし、第66条の次に次の１条を加え

る。

（警察署長の意見の聴取）

第67条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかど

うかについて、警察署長の意見を聴くことができ

る。

（１）第８条第２項（第45条及び第56条におい

て準用する場合を含む ）の規定により町営住宅。

の入居者を決定しようとする場合、入居申込者及

び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しよう

とする親族

（２）第12条第１項（第45条及び第56条におい

て準用する場合を含む ）の承認をしようとする。

場合、同居させようとする者

（３）第13条第１項（第45条及び第56条におい

て準用する場合を含む ）の承認をしようとする。

場合、承認を得ようとする者及び当該承認を得よ

うとする者と現に同居し、又は同居しようとする

親族

（４）第60条第１項の規定による決定をしよう

とする場合、入居者及び同居者

２ 町長は、町営住宅及び改良住宅の管理のた

め特に必要があると認めるときは、当該住宅の入

居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについ

て、警察署長の意見を聴くことができる。

第２条 上砂川町単身者住宅条例（平成２年上

） 。砂川町条例第14号 の一部を次のように改正する

第４条に次の１項を加える。

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という ）の。

者は認めない。

第20条に次の１号を加える。

（６）暴力団員であることが判明したとき。

附則

この条例は、平成21年10月１日から施行し、同

日以降に入居の決定、同居の承認、入居の承継の

承認及び駐車場の使用の決定をするものから適用

する。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま
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す。

◎議案第２９号 議案第３０号 議案第３１号

次、日程第８、議案第29号〇議長（堀内哲夫）

から日程第10、議案第31号については関連性があ

りますので、一括議題とし、提案理由並びに内容

の説明を求めてまいりたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第29号 北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更について、議案第30号 北

海道市町村総合事務組合規約の変更について、議

案第31号 北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の変更について一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま一括上程をされ〇町長（加賀谷政清）

ました議案第29号 北海道市町村職員退職手当組

合規約の変更について、議案第30号 北海道市町

村総合事務組合規約の変更について、議案第31号

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の

、 、変更について 一括提案理由を申し述べますので

ご審議くださるようよろしくお願いをいたしま

す。

提案理由は、いずれも湧別町と上湧別町が合併

すること及びこの合併に伴い、両湧別町学校給食

組合が解散、離脱することにより規約の一部を変

更するものであること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いいたします。

以上であります。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

ご指示によりまして議案〇副町長（貝田喜雄）

第29号、第30号及び第31号について一括して内容

の説明をいたします。

このたびの議案は、地方自治法第286条第１項

の規定に基づく一部事務組合の規約の変更に関す

るものでございます。

内容につきましては、３組合とも提案理由にご

ざいますとおり湧別町と上湧別町が合併し、湧別

町となったこと、あわせましてこの合併によりま

、 、して両湧別町学校給食組合が解散 離脱するため

それぞれの規約の内容を変更整理するものでござ

いまして、同法第290条の規定に基づき、構成す

る各自治体において議決の後、おのおのの組合に

おいて規約変更に関する総務大臣の許可を得るも

のでございます。

それでは、本文に入らせていただきます。最初

に、議案第29号であります。北海道市町村職員退

職手当組合規約の一部を改正する規約。

北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和32年

１月23日32地第175号指令許可）の一部を次のよ

うに改正する。

別表網走支庁管内の項中「上湧別町 湧別町」

を削り 「大空町」の次に「湧別町」を加え、同、

表（網走）の項中「両湧別町学校給食組合」を削

る。

附則

、 （ ）この規約は 地方自治法 昭和22年法律第67号

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。

次に、議案の第30号であります。北海道市町村

総合事務組合規約の一部を改正する規約。

北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月

７日市町村第1973号指令）の一部を次のように改

正する。

別表第１（第２条関係）網走支庁の項中「網走

支庁（26 」を「網走支庁（24 」に改め、市町） ）

「、 、村・一部事務組合及び広域連合欄中 上湧別町

」 「、 」 、湧別町 及び 両湧別町学校給食組合 を削り

「、遠軽町」の次に「、湧別町」を加える。

別表第２（第３条関係）第９項の共同処理する

団体欄中「、上湧別町、湧別町」及び「、両湧別

」 、「、 」 「、町学校給食組合 を削り 遠軽町 の次に
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湧別町」を加え、第10項の共同処理する団体欄中

「、上湧別町、湧別町」を削り 「、遠軽町」の、

次に「、湧別町」を加える。

附則

、 （ ）この規約は 地方自治法 昭和22年法律第67号

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。

次に、議案の第31号であります。北海道町村議

会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する

規約。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

（昭和43年５月１日地方第722号指令許可）の一

部を次のように改正する。

別表第１中「紋別郡上湧別町」及び「紋別郡湧

別町」を削り 「紋別郡雄武町」の次に「紋別郡、

湧別町」を加え 「両湧別町学校給食組合」を削、

る。

附則

、 （ ）この規約は 地方自治法 昭和22年法律第67号

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

◎議案第３２号

日程第11、議案第32号 平〇議長（堀内哲夫）

成21年度上砂川町一般会計補正予算（第４号）に

ついて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第32号 平成21年度上砂川町一般会計補正予

算（第４号）について、提案理由を申し述べます

ので、ご審議くださるようお願いをいたします。

本文をご参照ください。平成21年度上砂川町一

般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ4,530万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ26億550万円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成21年９月16日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして議案第32号について内容の説明をいたしま

す。

２ページであります。第１表、歳入歳出予算補

正。１、歳入、13款国庫支出金3,527万6,000円の

追加で、２億7,511万7,000円となります。

２項国庫補助金3,527万6,000円の追加で、２億

215万8,000円となります。

14款道支出金244万円の追加で、１億1,080万1,

000円となります。

２項道補助金244万円の追加で、3,425万7,000

円となります。

18款諸収入100万円の追加で、２億4,553万8,00

0円となります。

５項雑入100万円の追加で、２億3,130万2,000

円となります。

20款繰越金658万4,000円の追加で、2,316万3,0

00円となります。

１項繰越金、同額であります。

歳入合計が4,530万円の追加で、26億550万円と

なります。

２、歳出、２款総務費152万8,000円の追加で、

２億9,101万6,000円となります。



－14－

１項総務管理費152万8,000円の追加で、２億7,

550万8,000円となります。

３款民生費780万7,000円の追加で、６億2,894

万7,000円となります。

１項社会福祉費453万8,000円の追加で、５億8,

674万2,000円となります。

２項児童福祉費326万9,000円の追加で、4,166

万6,000円となります。

４款衛生費100万円の追加で、１億8,965万1,00

0円となります。

１項保健衛生費100万円の追加で、7,084万1,00

0円となります。

５款労働費211万円の追加で、529万5,000円と

なります。

１項労働費、同額であります。

７款商工費34万円の追加で、6,607万4,000円と

なります。

１項商工費、同額であります。

８款土木費3,251万5,000円の追加で、２億4,43

0万8,000円となります。

２項道路橋りょう費210万円の追加で、3,951万

9,000円となります。

３項住宅費3,041万5,000円の追加で、１億2,68

7万円となります。

歳出合計が4,530万円の追加で、26億550万円と

なります。

５ページの事項別明細書、歳出でございます。

３、歳出、総務費、総務管理費、１目一般管理費

35万円の追加で、4,015万7,000円となります。需

用費で、インフルエンザ対策用消耗品費の計上で

ありまして、マスク、消毒液等の購入費用でござ

います。

５目財産管理費58万円の追加で、2,199万9,000

円となります。地方公会計システム導入業務委託

料の計上でございますが、配付してございます資

料ナンバー２をごらんいただきたいと思います。

制度の概要でございます。総務省の指針によりま

して、人口３万人未満の自治体は22年度決算まで

に民間企業と同じような事業コストや資産、債務

、 、状況の把握が可能である財務４諸表 貸借対照表

行政コストの計算書、そして純資産変動計算書、

資金収支計算書、これらの４つの公表が義務づけ

られましたことから、地方公会計システムを作成

委託いたしまして、平成21年度決算から公表でき

るよう準備を進めるものでございます。

財務４諸表の内容につきましては、２に記載の

とおりでございますが、資産評価等が求められる

ものでございまして、専門ソフトがなければ各指

数積算ができないため、地方公会計システム作成

委託料として58万円を計上するものでございま

す。

予算書へお戻りください。12目開町60年記念事

業費59万8,000円の追加で、449万8,000円となり

ます。このたびは、特別功労表彰に係る費用の追

加でございます。

資料ナンバー３をごらんいただきたいと思いま

す。上砂川110年、開町60年特別功労表彰の概要

でございます。町の振興発展及び町民生活向上に

寄与されました方々の事績をたたえまして、例年

行ってございます町表彰式にあわせ特別功労表彰

として実施するものでございまして、11月上旬に

町民センターでの開催予定となってございます。

４の表彰区分でございますが、一般表彰と同様

に開拓部門から社会福祉部門の５部門及び各部門

にわたりまして町の振興発展に特に功績のあった

方々といたしますが、表彰につきましては特別功

労表彰に統一して実施するものでございます。ま

た、金品をご寄贈いただきました方々にも感謝状

等を贈呈するものでございます。

被表彰者の選考につきましては、各団体から推

薦された方を候補者といたすということでござい

ますが、現在その作業を進めておりますが、表彰

審査委員会で決定するものでございまして、予算

につきましては７に記載のとおり報償費で表彰盾

等で40万5,000円、需用費で祝賀会経費を含め19

万3,000円の合計59万8,000円の計上となるもので
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ございます。

。 。予算書へお戻りください 民生費へまいります

民生費 社会福祉費 １目社会福祉総務費325万8,、 、

、 。000円の追加で ２億4,037万3,000円となります

これにつきましては、小規模福祉施設スプリンク

ラー整備事業補助金の計上でございますが、資料

ナンバー４をごらんください。事業の経緯と目的

でございます。1,000平米以下の小規模福祉施設

の防火安全対策として、昨年消防関係法令が改正

されまして平成21年度からスプリンクラーの設置

が義務化され、既存施設にあっては平成23年度ま

でに整備をすることとなりまして、スプリンクラ

ーの設置に当たって国の補助を受ける場合は市町

村を通して進めるものでございまして、平米当た

り9,000円で100％補助となるものでございます。

対象施設でございますが、６に記載してござい

ます。本町では、②の認知症高齢者グループホー

ムとなる下鶉にございますグループホーム上砂川

ということで定員18人、延べ床面積が362平米が

対象となるということでございまして、325万8,0

00円の交付見込みとなるものでございます。

予算書へお戻りください。４目特別養護老人ホ

ーム費88万円の追加で、１億2,688万8,000円とな

ります。給湯ボイラー制御装置ほか、地下タンク

油面指示計などの修繕料の計上でございます。

６目デイサービスセンター費40万円の追加で、

2,193万4,000円となります。地下タンク油面指示

計等の修繕料でございます。

民生費、児童福祉費、１目児童福祉総務費326

、 。万9,000円の追加で 2,883万5,000円となります

子育て応援特別手当給付事業に係る各経費でござ

います。

資料ナンバーの５をごらんください。国の経済

危機対策としての子育て応援特別手当、21年度版

の概要でございます。平成20年度に実施の内容と

基本的に大きな変わりはございませんが、２でご

ざいますが、支給対象となる子が10月１日を基準

日といたしまして小学校就学前３年間の子供とい

うことで、すべて対象となるというふうに変わる

ものでございます。手当の額につきましては、１

人当たり３万6,000円ということで世帯主に支給

でございます。５の申請受け付け期間につきまし

ては１、２のとおりでございまして、本町での対

象者は８に記載のとおり64世帯71人の見込みとな

っているところでございます。予算につきまして

は、支給金で255万6,000円、それに事務費71万3,

000円を合わせまして総額326万9,000円となりま

して、全額国庫補助の対象となるものでございま

す。

。 。予算書へお戻りください 衛生費へまいります

衛生費、保健衛生費、１目保健衛生総務費28万円

の追加で、5,558万4,000円となります。備品購入

費で、保健業務用の薬品保管庫の更新でございま

す。

２目予防費72万円の追加で、971万8,000円とな

ります。女性特有のがん検診推進事業用経費の追

加でございます。

資料ナンバー６をごらんいただきたいと思いま

す。事業の概要でございます。全国的に検診受診

率が低い子宮頸がん及び乳がん検診について、検

診手帳とがん検診無料クーポン券を交付し、受診

率50％を目標に実施するもので、国の100％補助

事業となるものでございます。実施期間は、平成

21年６月１日から22年３月31日までといたしまし

て、本町では６月17日に町で実施いたしました集

団検診から適用としているものでございます。対

象者は、平成21年４月１日現在で、子宮頸がん検

診では５歳区分で20歳から40歳までの76人、乳が

ん検診では同じく５歳区分で40歳から60歳までの

134人となるものでございます。委託機関につき

ましては、町が実施いたします集団検診は北海道

対がん協会、そして個別検診につきましては１か

ら３に記載の５つの医療機関でそれぞれ受診が可

。 、能となっているところでございます 交付方法は

検診手帳並びに無料クーポン券を郵送交付し、お

のおのが受診をしていただくことになるものでご
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ざいます。予算額につきましては、検診委託料で

60万円のほか、需用費と役務費等を加え72万円の

計上となり、全額国庫補助の対象となるものでご

ざいます。

。 。予算書へお戻りください 労働費でございます

、 、 、労働費 労働費 １目労働諸費211万円の追加で

529万5,000円となります。国の緊急雇用対策とな

る遊休施設等環境整備事業経費の追加でございま

す。

資料ナンバーの７をごらんください。本事業に

つきましては、国の平成20年度の第２次補正予算

により道おいて設置した北海道緊急雇用創出事業

臨時特例交付金を活用し、進めるものでございま

す。平成21年度から23年までの３年間で、本町に

おきましては当初506万5,000円の決定を受け、４

月臨時議会におきまして観光施設周辺環境整備事

業として170万円を計上し、現在事業実施をして

ございますが、さらに980万3,000円の追加交付が

決定し、合計で1,486万8,000円となりまして、単

年度にておおむね400万から500万円規模の事業確

保が求められていることから、このたび遊休施設

等周辺環境整備事業を追加実施するものでござい

ます。

内容でございますが、コンベンションホールや

無重力科学館、炭鉱館等の遊休施設周辺草刈りや

建物内の整理、冬期間の最低限の除雪管理等を実

施するもので、事業要件は３に記載のとおりでご

、 。ざいまして 100％補助となるものでございます

実施時期は、平成21年10月から22年３月までで町

の直接雇用により３人を雇用し、それぞれ80日の

事業量を見込むものでございます。予算につきま

しては、賃金で164万4,000円のほか、事業に必要

となる消耗品等需用費や機械借り上げ料等46万6,

000円を含め210万円となるものでございます。

予算書へお戻りください。商工費、商工費、１

目商工費34万円の追加で、2,762万6,000円となり

ます。消費者行政活性化事業用経費の追加でござ

います。

資料ナンバー８をごらんいただきたいと思いま

す。国の平成20年度第２次補正予算により道にお

、 、いて基金を造成し 消費生活センターの設置ほか

消費生活相談員の養成やレベルアップ事業等に取

り組む地方公共団体を支援するものでございま

す。事業の対象期間は、平成21年度から23年度ま

での３カ年となってございまして、対象事業につ

きましては１から５のとおりでございまして、消

費生活センター事務所の新設、改修や機材、事務

用品の設置ほか、参考資料の購入を初めといたし

まして消費生活相談員の資質の向上を図る各種研

修旅費等など幅広い事業が対象となるものでござ

います。本町におきましては、４に記載の事業と

なるものでございまして、消費生活センター機能

強化事業で消耗品で５万円、備品購入、プロジェ

クターで19万8,000円のほか、相談員の研修旅費

６万4,000円を計上し、さらに各啓発用消耗品で

２万8,000円を見込んで、総額で34万円となりま

して、すべて補助対象となるものでございます。

。 。予算書へお戻りください 土木費でございます

土木費、道路橋りょう費、１目道路維持費210万

円の追加で、3,951万9,000円となります。ロータ

リー車の変速ギア等の修繕料の計上でございま

す。

土木費 住宅費 ２目公営住宅建設費3,041万5,、 、

000円の追加で、7,506万2,000円となります。こ

のたびの追加につきましては、国の経済危機対策

にかかわります公共投資臨時交付金を受けて実施

する改良住宅水洗化事業などの経費でございま

す。11節の需用費23万8,000円につきましては、

補助事業に必要となる事務費といたしまして消耗

品費を計上するものでございます。

工事請負費につきましては、施工位置図を配付

しておりますので、資料ナンバー９をごらんいた

だきたいと思います。水洗化事業で、左側ピンク

の表示が改良住宅で鶉若葉台地区、53年、54年建

設の５棟22戸で1,320万円の追加、右側が公営住

宅で若葉台連絡線途中の56年建設１棟８戸で480
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万円を追加するものでございます。

次に、資料ナンバー10をごらんいただきたいと

思います。火災報知機の整備でございます。左側

が鶉団地の改良住宅、52年建設13棟68戸、右側が

東町地区で現在入居しております25棟80戸につい

て、総額258万5,000円を追加するものでございま

す。

予算書へお戻りください。東町地区のデジタル

化工事といたしまして959万2,000円の追加でござ

います。共同浴場裏側山頂付近にございます既設

のアナログ設備を改修いたしましてデジタル化す

るもので、来年１月に全戸視聴可能となるよう整

備をするものでございまして、総額で3,017万7,0

00円の計上となるものでございます。

４ページの歳入であります。２、歳入、国庫支

出金、国庫補助金、１目民生費補助金652万7,000

円の追加で、790万5,000円となります。１節社会

福祉費補助金325万8,000円は、下鶉グループホー

ムのスプリンクラー整備補助金でございます。２

節子育て応援特別手当給付金事業補助金326万9,0

00円の計上でございます。

２目土木費補助金1,502万9,000円の追加で、2,

667万3,000円となります。改良住宅、公営住宅整

備3,017万7,000円にかかわります制度補助金でご

ざいます。

４目総務費補助金1,300万円の追加で、１億5,8

69万8,000円となります。改良住宅、公営住宅建

設整備事業から２目の補助金を控除したものに対

する地域活性化・公共投資臨時交付金の計上でご

ざいます。

５目衛生費補助金72万円の追加で、72万円とな

ります。女性特有のがん検診推進事業補助金でご

ざいます。

道支出金、道補助金、５目労働費補助金210万

円の追加で、380万円となりまして、緊急雇用創

出推進事業補助金でございます。

６目商工費補助金34万円の追加で、1,224万円

となります。消費者行政活性化事業補助金でござ

います。

諸収入、雑入、５目雑入100万円の追加で、２

億3,129万8,000円となります。開町60年記念事業

として８月に実施いたしました仮装盆踊り、花火

大会等の町の助成金200万円に対し、北海道市町

村振興協会助成金として２分の１の補助の適用と

なったものでございます。

繰越金、繰越金、１目繰越金658万4,000円の追

加で、2,316万3,000円となります。不足となる財

源につきまして、前年度繰越金を充当するもので

ございます。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時５３分

再開 午前１１時０４分

会議を再開いたします。〇議長（堀内哲夫）

◎議案第３３号

日程第12、議案第33号 平〇議長（堀内哲夫）

成21年度上砂川町老人保健施設事業特別会計補正

予算（第１号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第33号 平成21年度上砂川町老人保健施設事

業特別会計補正予算（第１号）について、提案理

由を申し述べますので、ご審議くださるようお願

いをいたします。

本文をご参照いただきたいと思います。平成21

年度上砂川町老人保健施設事業特別会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ64万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億6,464万1,000円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該
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区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成21年９月16日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして議案第33号について内容の説明をいたしま

す。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、４款繰越金64万円の追加で、64

万円となります。

１項繰越金、同額であります。

歳入合計が64万円の追加で、１億6,464万1,000

円となります。

、 、 、２ 歳出 １款老人保健施設費64万円の追加で

１億4,101万1,000円となります。

１項総務費、同額であります。

歳出合計が64万円の追加で、１億6,464万1,000

円となります。

４ページの事項別明細書、歳出でございます。

３、歳出、老人保健施設費、総務費、１目一般管

理費64万円の追加で、１億4,101万1,000円となり

ます。地下オイルタンクの油面指示計や生ごみ処

理機などの修繕料の計上でございます。

歳入であります。２、歳入、繰越金、繰越金、

１目繰越金64万円の追加で、64万円となります。

426万8,000円の前年度繰越金のうち、64万円を充

当するものでございます。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

◎議案第３４号

日程第13、議案第34号 平〇議長（堀内哲夫）

成21年度上砂川町下水道事業特別会計補正予算

（第１号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第34号 平成21年度上砂川町下水道事業特別

会計補正予算（第１号）について、提案理由を申

し述べますので、ご審議くださるようお願いをい

たします。

本文をご参照いただきたいと思います。平成21

年度上砂川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ148万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２億1,345万7,000円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成21年９月16日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして議案第34号について内容の説明をいたしま

す。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、５款諸収入148万円の追加で、1

48万2,000円となります。

２項雑入148万円の追加で、148万1,000円とな

ります。

歳入合計が148万円の追加で、２億1,345万7,00

0円となります。
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２、歳出、１款下水道費148万円の追加で、7,6

53万2,000円となります。

１項下水道整備費148万円の追加で、7,290万9,

000円となります。

歳出合計が148万円の追加で、２億1,345万7,00

0円となります。

４ページの事項別明細書、歳出でございます。

３、歳出、下水道費、下水道整備費、１目総務管

理費148万円の追加で、1,122万2,000円となりま

す。公課費で、平成20年度決算に伴う消費税及び

地方消費税の確定による追加計上でございます。

歳入であります。２、歳入、諸収入、雑入、１

目雑入148万円の追加で、148万1,000円となりま

す。石狩川流域下水道組合負担金の前年度精算還

付金163万3,000円のうち、148万円を充当するも

のでございます。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

◎認定第１号 認定第２号

次、日程第14、認定第１号〇議長（堀内哲夫）

及び日程第15、認定第２号については関連がござ

いますので、一括議題とし、提案理由の説明及び

内容の説明を求めてまいりたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、認定第１号 平成20年度上砂川町

一般会計及び特別会計決算認定について、認定第

２号 平成20年度上砂川町水道事業会計決算認定

について、一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま一括上程されま〇町長（加賀谷政清）

した認定第１号並びに認定第２号について、提案

理由を申し述べますので、ご審議くださるようよ

ろしくお願いいたします。

認定第１号 平成20年度上砂川町一般会計及び

特別会計決算認定について。

平成20年度上砂川町一般会計及び特別会計決算

認定について、別冊のとおり監査委員の意見をつ

けて認定に付する。

認定に付する理由は、地方自治法第233条第３

項の規定により、監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するもの

であること。

次、認定第２号 平成20年度上砂川町水道事業

会計決算認定について。

平成20年度上砂川町水道事業会計決算認定につ

いて、別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定

に付する。

認定に付する理由は、地方公営企業法第30条第

４項の規定により、監査委員の審査に付した決算

を監査委員の意見をつけて議会の認定に付するも

のであること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上であります。

以上で認定第１号及び認定〇議長（堀内哲夫）

第２号について提案理由の説明を終わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして認定第１号及び第２号について内容の説明

をいたします。

お手元に配付しております平成20年度上砂川町

各会計決算の概要を読み上げまして説明させてい

ただきたいと思います。

１ページをごらんいただきたいと思います。平

成20年度各会計当初予算につきましては、財政健

全化計画に基づき経費の縮減を図りつつ限られた

財源の有効かつ効率的な活用を図り、一般会計に

おいて町の重要課題であります子育て支援事業や

教育振興対策に配慮した予算計上を行ったほか、

国の補正予算であります地域活性化対策事業関係

予算を補正予算において予算計上を行ったところ
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でございます。

健全化計画の遂行に当たっては、人件費の削減

措置を継続し、町長30％、副町長、教育長25％、

職員で20％の削減をし、議員等の非常勤特別職の

月額報酬につきましても14％から35％の削減を実

施したところでございますが、職員につきまして

は平成21年１月から削減率を20％から15％に見直

しを行ったところであります。

積立金につきましては、人件費の削減のほか普

通交付税での地方再生対策費の創設などにより財

政調整基金等へ２億6,000万ほどを積み立て、年

度末基金残高につきましては５億1,000万円ほど

となったところでございます。

一般会計での主な歳入歳出の状況であります。

歳入につきましては、町税で前年度比1,278万8,0

00円減の１億8,777万5,000円、地方交付税は前年

度比1,309万1,000円減の15億7,952万3,000円、国

庫支出金は地域活性化対策事業交付金等の増収に

より前年度比9,042万円増の１億7,410万3,000円

となり、歳入総額で28億5,932万円の決算となっ

ております。

歳出であります。公債費で償還終了により前年

、度対比１億1,501万円の減の５億8,962万2,000円

投資的経費で地域活性化対策事業のほか、テレビ

中継局地上デジタル化事業や学校耐震化２次診断

事業等の増加により前年度対比で6,784万6,000円

増の１億383万4,000円となり、歳出総額で27億8,

159万1,000円の決算で 歳入差し引きで7,772万9,、

000円となりまして、このうち1,736万9,000円が

繰越明許費の財源でございますので、実質収支は

6,036万円となるものであります。

財政構造の分析を行う上で重要な経常収支比率

につきましては、平成19年度で臨時財政対策債を

含め88.8％でありましたが、平成20年度では５ポ

イント減の83.8％まで減少したところでありま

す。これにつきましては、健全化計画による人件

費の削減や公債費の減少など行財政改革の効果に

より改善されたものであります。

財政力指数につきましては、過去３カ年平均で

13.7％と平成19年度より１ポイント改善はされた

ものの自主財源の割合が低く、地方交付税など依

存財源にゆだねている状況にあり、依然として厳

しい財政運営となっております。

各特別会計であります。各特別会計の決算状況

は、財政法上のルールによる繰入金のほか、収支

不足が生じた会計につきましては、例年同様一般

会計からの繰入金により収支の均衡を図っている

ことから、平成20年度決算におきましても赤字の

特別会計は生じぬ状況となっております。

なお、平成20年度から平成20年４月に開始とな

りました後期高齢者医療制度に伴う後期高齢者医

療特別会計決算が加わりましたので、８特別会計

の決算となっております。

各会計の決算は次のとおりとなってございま

す。各会計決算額の表でございます。一般会計で

は、歳入で28億5,932万円、歳出で27億8,159万1,

000円となりまして、歳入歳出差し引きでは7,772

万9,000円となりますが、先ほども触れましたと

おり翌年度への繰り越し財源1,736万9,000円を差

し引きいたしますと実質収支は6,036万円となる

ものでございます。また、特別会計でございます

が ８つの特別会計の合計で歳入が10億2,900万7,、

000円で、歳出が10億2,459万7,000円となり、差

し引き441万円となるものでございまして、全会

計の合計では38億8,832万7,000円の歳入に対しま

して38億618万8,000円の歳出で、差し引きは8,21

3万9,000円となったものでございます。

なお、３ページから５ページまで各会計決算の

主な内容をまとめておりますので、後ほどごらん

いただきたくお願いを申し上げまして説明とさせ

ていただきます。

以上でございます。

以上で認定第１号及び認定〇議長（堀内哲夫）

第２号についての内容の説明を終わります。

ここで全体を通して質疑を受けたいと思いま

す。何かございませんか。
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〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

◎決算特別委員会設置及び付託について

次、日程第16、決算特別委〇議長（堀内哲夫）

員会設置及び付託について議題といたします。

お諮りいたします。ただいま提案ありました認

定第１号 平成20年度上砂川町一般会計及び特別

会計決算認定並びに認定第２号 平成20年度上砂

川町水道事業会計決算認定について、委員会条例

の規定に基づき、定数７名で構成する決算特別委

員会を設置いたしまして、閉会中の継続審査も含

めこれに付託し、審査することにいたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、認定第１号及び認定第２号につき

ましては、７名で構成する決算特別委員会を設置

いたしまして、閉会中の継続審査も含めこれに付

託することに決定いたしました。

次に、ただいま設置されました決算特別委員会

の委員の選任につきましては、委員会条例の規定

により議長より指名したいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

本決算特別委員会の委員につきましては、議長

と議選の監査委員であります大内議員を除く全議

員を指名いたします。

なお、本決算特別委員会の正副委員長につきま

しては、申し合わせによりまして総務文教常任委

員会の正副委員長が兼ねることになっております

ので、委員長には川上総務文教委員長、副委員長

には数馬総務文教副委員長を指名いたします。

お諮りいたします。本決算特別委員会に地方自

治法第98条の審査権限を付与したいと思います

が、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、本決算特別委員会に地方自治法第

98条の審査権限を付与することに決定いたしまし

た。

なお、各会計の決算の資料につきましては、お

手元に配付のとおりでありますので、ご参照願い

ます。

また、決算特別委員会には、これらの資料を使

用いたしますので、お忘れのないよう必ず持参願

いたいと思います。

◎報告第４号

次、日程第17 報告第４号〇議長（堀内哲夫）

平成20年度上砂川町財政健全化判断比率等の報

告について議題といたします。

報告理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程をされまし〇町長（加賀谷政清）

た報告第４号 平成20年度上砂川町財政健全化判

断比率等の報告について、提案理由を申し述べま

、 。すので ご審議くださるようお願いをいたします

提案理由といたしましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）

第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、

平成20年度決算により算出した財政健全化判断比

率等の暫定値を監査委員の審査意見を付して次の

とおり報告するものであること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上であります。

以上で報告理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして報告第４号について内容の説明をいたしま

す。

お手元に配付してございます資料ナンバー11を

ごらんいただきたいと思います。財政健全化判断
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比率及び資金不足比率につきましては、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、

報告をするものでございます。

健全化判断比率は、実質赤字比率、連結赤字比

率、実質公債費比率と将来負担比率の４つの財政

指標から成るもので、資金不足比率にありまして

は地方財政法上企業会計として位置づけられる会

計が対象となり、本町では下水道事業会計、土地

開発造成事業会計、水道事業会計の３特別会計が

該当となるものであります。

各比率につきましては、平成19年度より報告を

行っておりますが、平成20年度からはこれらの比

率が国の示す一定の基準を上回りますと早期健全

化団体や財政再生団体となり、議会の承認を必要

とする財政健全化計画または財政再生計画の策定

が義務づけられ、自治体の財政運営は国や道の管

理下に置かれるものであります。

各指標の内容であります。初めに、実質赤字比

率でございますが、普通会計の決算における赤字

の割合を示す指標で、本町の場合は一般会計、診

療所会計、土地取得会計の３会計にかかわるもの

で、この３会計での実質収支は繰越明許費財源を

、除き6,036万円の黒字決算となっていることから

平成19年度同様赤字比率はゼロとなっておりま

す。

次に、連結赤字比率でございますが、普通会計

とそれ以外の各特別会計における赤字比率をあら

わしますが、各特別会計で赤字決算をしておりま

せんことから、連結赤字比率についてもゼロとな

っているところでございます。

実質公債費比率は、公債費等の支出にかかわる

一般財源の負担割合を示すもので、平成18年度で

は33％、平成19年度では24.7％となっておりまし

たが、平成20年度では発展基金からの借入金の影

響が全くなくなったことに加えまして、長期債の

償還終了等により公債費の償還額が減少したこと

から、前年度より9.8ポイント減の14.9％となる

見込みであります。

将来負担比率につきましては、全会計の公債費

残高に対する一般財源の負担額、一部事務組合の

公債費残高に対する負担額、そして職員が全員退

職したと仮定した場合の退職手当組合への負担

額、さらには第三セクターに対する損失補償額な

どにより算出されるものでございまして、平成19

年度では244.6％となっておりましたが、平成20

年度では公債費残高の減少や充当可能となります

基金の保有高の増加によりまして 前年度より50.、

4ポイント減の194.2％となる見込みであります。

次に、資金不足比率でございますが、本町の場

合、平成19年度同様下水道事業会計、土地開発造

成事業会計、水道会計の３会計の比率が求められ

るものでございまして、おのおの会計ごとに20％

以上となりますと早期健全化団体となり、財政健

全化計画と同様に議会の議決を必要とする経営改

善計画の策定をしなければならないものでありま

す。

資金不足比率の算出方法は、３特別会計ごとに

異なりますが、下水道事業特別会計は決算におけ

る歳入歳出の差し引きで算出され、20年度決算で

は一般会計からの繰入金により収支の均衡を図っ

ておりますことから、資金不足比率はゼロとなっ

ております。

土地開発造成事業会計は、公債費の残高と未分

譲地にかかわる土地の時価評価額との差し引きで

算出されるものでございまして、土地の時価評価

額につきましては固定資産評価額をもって算出し

ており、土地の時価評価額が公債費残高を上回っ

ているということから、資金不足比率はゼロとな

るものでございます。

水道事業会計は未収金、流動資産でございます

が、それと未払い金、流動負債の差し引きで算出

されますが、未収金には水道料金の未納分や一般

会計からの繰入金が含まれ、未払い金を上回るこ

とから、資金不足比率はゼロとなっております。

本町の財政４指標及び資金不足比率につきまし

ては、すべて国の示す基準以下となっております
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が、今後も人口減少等による自主財源の減少や地

方交付税の減収が想定されることから、引き続き

厳しい財政運営を強いられるものと見込んでござ

います。

以上、内容の説明とさせていただきますが、こ

のたびの報告につきましては、今後国や北海道と

の協議により比率が変更になることもございまし

て、暫定値としての報告であります。

住民に対する公表につきましても昨年同様、町

広報及びホームページにて行うこととしておりま

す。

なお、総務省におきましても10月上旬にこの暫

定値につきまして公表を行う予定となっておりま

して、確定値につきましては11月下旬から12月上

旬に公表が行われる予定となっておりますことを

申し添えまして、本文へ入らせていただきたいと

思います。

本文でございます １ 財政健全化判断比率 暫。 、 （

）。 、 、 、定値 区分 実質赤字比率 連結実質赤字比率

、 。 、実質公債費比率 将来負担比率 上砂川町の比率

0.00、0.00、14.9、194.2。早期健全化基準、15.

0 20.0 25.0 350.0 財政再生基準 20.0 40.、 、 、 。 、 、

0、35.0。

２でございます。資金不足比率（暫定値 。単）

位はパーセントでございます。特別会計の名称、

資金不足比率、経営健全化基準。下水道事業特別

会計、0.00、20.0。土地開発造成事業特別会計、

0.00、20.0。水道事業会計、0.00、20.0。

以上でございます。

以上で報告理由並びに内容〇議長（堀内哲夫）

の説明を終わります。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

報告第４号 平成20年度上砂川町財政健全化判

断比率等の報告については報告済みといたしま

す。

◎休会について

以上で本日の日程は全部終〇議長（堀内哲夫）

了いたしました。

お諮りいたします。議案調査のため明日17日を

休会にしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、17日を休会することに決定いたし

ました。

なお、休会中については常任委員会を開催して

いただくことになっておりますので、よろしくお

願いいたします。

また、18日は午前10時より本会議を再開いたし

ますので、出席方よろしくお願いいたします。

◎散会の宣告

本日はこれにて散会いたし〇議長（堀内哲夫）

ます。ご苦労さまでした。

（散会 午前１１時３２分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 数 馬 尚
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署 名 議 員 髙 橋 成 和
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第 ３ 回 定 例 町 議 会

（第 ２ 号）
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平 成 ２ １ 年

上砂川町議会第３回定例会会議録（第２日）

９月１８日（金曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時２８分 閉 会

〇議事日程 第２号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 一般質問

第 ３ 議案第２８号 上砂川町営住宅条例

等の一部を改正する条例制定につい

て

第 ４ 議案第２９号 北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更について

第 ５ 議案第３０号 北海道市町村総合事

務組合規約の変更について

第 ６ 議案第３１号 北海道町村議会議員

公務災害補償等組合規約の変更につ

いて

第 ７ 議案第３２号 平成２１年度上砂川

町一般会計補正予算（第４号）

第 ８ 議案第３３号 平成２１年度上砂川

町老人保健施設事業特別会計補正予

算（第１号）

第 ９ 議案第３４号 平成２１年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第

１号）

※ 議案第２８号～第３４号は、質

疑・討論・採決とする。

第１０ 調査第３号 所管事務調査について

第１１ 派遣第３号 議員派遣承認について

（追加日程）

第１２ 議案第３５号 財産の取得について

〇会議録署名議員

４番 数 馬 尚

５番 髙 橋 成 和

◎開議の宣告

おはようございます。ただ〇議長（堀内哲夫）

いまの出席議員は９名です。

理事者側につきましても、全員出席しておりま

す。

定足数に達しておりますので、平成21年第３回

上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、休

会を解きまして再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（堀内哲夫）

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第117条の規定に

よって、４番、数馬議員、５番、髙橋議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎一般質問

日程第２、一般質問を行い〇議長（堀内哲夫）

ます。

本件につきましては、議長の手元まで通告が参

っておりますので、許可したいと思います。

◇ 髙 橋 成 和 議員

５番、髙橋議員、ご登壇の〇議長（堀内哲夫）

上ご発言願います。

私は、平成21年第３回定例〇５番（髙橋成和）

会に当たり、通告しております地域再生プロジェ

クトにかかわる将来に向けた企業誘致戦略につい
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てというタイトルで質問をさせていただきます。

前段で質問の趣旨を述べさせていただきます

が、昨年度地域再生チャレンジ交付金を活用して

移住定住促進プロジェクトを発足し、町内各団体

を中心とした頑張るかみすながわサポート会議が

立ち上がりました。その後、議会選出で大内議員

が９月20日に東京の地で、私が10月４日に大阪の

地において、ふるさと回帰フェアの会場でサポー

ト会議のメンバーとともに町のＰＲ活動を行いま

した。１年目としましては、他の自治体の取り組

みや移住希望者との交流の中で多くのことを学び

ましたし、移住体験ツアーも行い、大変意義のあ

る事業だと感じております。

しかし、自分自身の感想として、多くの移住希

望者と実際にお話をしましたら、大半の方からは

町の代表する産業は何ですか、あるいはまた雇用

の場はありますかという質問が多かったように思

われます。ことしで２年目になりますが、一番に

感じることは人口減少の歯どめをかけるために第

２段階として今後本町が重点目標として取り組む

べき課題は、企業立地の促進と雇用の場の確保を

視野に入れていかなければならないと考えており

ます。

そこで、まず最初の質問でございますが、１つ

確認しておきたいのですが、人口減少対策という

名のもとにこのプロジェクトが発足したわけです

が、移住定住対策を考えていく上で企業誘致や雇

用の場の確保は地域再生プロジェクトの中で一緒

に考えていかなければならないと思いますが、こ

の点についてはいかがお考えでしょうか。

現状の企業誘致については、撤退する企業もあ

、 、りましたが 新たに進出してきている企業もあり

不況が続く状況で我が町は大変健闘しているよう

に思います。しかしながら、現在10社まで企業数

が減少しているのも事実でございます。地域再生

プロジェクトにおいて、３年目の計画に企業誘致

の促進について新たに追加することはできないで

しょうか。

続きまして、質問の２件目ですが、これまでの

企業誘致促進については有識者を交えて会議等で

検討されてきたかと思われますが、頑張るかみす

ながわサポート会議と連携して新たな組織を立ち

上げるか、あるいはもう一つの提案としてサポー

ト会議の中で企業誘致戦略についてプロジェクト

を発足することはできないでしょうか。

現状を見ますと、人口減少対策という趣旨のも

とサポート会議は活動しておりますので、このま

まですと組織としての当初の目標と今後の目指す

べき着地点を見失うような気がいたします。この

サポート会議自体の存在価値を大切にしていく上

で、新たな目的意識を持つことが今後必要かと思

われます。上砂川町ならではの企業誘致の戦略を

模索していってはどうかと思います。もう一度誘

致の現状と課題を精査し、企業誘致に成功してい

る自治体や経済産業省から公開されている企業立

地に頑張る市町村等を参考にしまして、行政と住

民が一体となり、企業へのＰＲ、訪問等について

十分に議論し、町独自のマニュアルとプランを作

成して実践していくことが今後必要だと感じてお

ります。

最後の質問になりますが、他の自治体において

は実際に企業訪問を100社以上行い、ＰＲや要望

等についてきめ細かく対応し、企業の受け入れの

強化を図っている自治体もございます。また、企

業立地実現に向けて誘致に協力した個人あるいは

法人に対し、成功報酬を支払う企業誘致成功報酬

制度を創設している自治体もあるそうで、当初は

大都市を中心に制度が創設されてきたようです

が、近年は岩手県の岩手町が人口減少対策の一環

としてこの制度を実施しており、道内においても

平取町が制度設置に向け検討しているようです。

こういう制度は、すぐに成果が出るのは大変難し

いと思いますが、本町においても産炭地域総合発

展基金や他の助成制度を活用し、実現することは

できないでしょうか。

こういった制度を導入する場合、多くの負担が
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想定されるのは十分承知しております。しかし、

この地域の人口減少はさらに加速することが予測

されており、上砂川町も一、二年後には人口4,00

0人を下回るのは確実とされております。現在も

企業立地につきましては、北海道、経済産業局、

産炭地域振興センターと連携し、企業立地推進に

向けた実施計画に基づきＰＲ活動を展開している

とは思いますが、今申し上げました上砂川町とし

ての新たな特色ある制度、施策に取り組んでいく

ことで将来の人口減少対策の兆しが見えてくるの

ではないかと思われます。

最後に、自分の思いを述べさせていただきます

が、地域再生プロジェクトを通じ、町民だけでは

なく、この町を応援してくれている出身者や、あ

るいは町にゆかりのある方々にも協力を求め、意

見交換や情報を共有することで既存企業の発展と

新たな産業の創出、そして企業誘致の戦略にもつ

ながっていくのかと思いますし、ぜひとも前向き

にご検討いただければと思います。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

ただいまの５番、髙橋議員〇議長（堀内哲夫）

の質問に対し、答弁を求めてまいります。林総務

企画課長。

５番、髙橋議員の〇総務企画課長（林 智明）

ご質問、地域再生プロジェクトにかかわる将来に

向けた企業誘致戦略についてにお答えいたしま

す。

ただいま髙橋議員から３点についてご質問がご

ざいましたが、関連する内容でありますので、私

からは質問全体に対する回答とさせていただきま

す。

人口減少や高齢化が著しい道内において、地域

が抱えるさまざまな地域格差の是正に向けて市町

村が住民などと協働して行う地域の再生への意欲

的な取り組みを支援するため、道は平成19年度に

地域再生チャレンジ交付金制度を創設いたしまし

た。この制度は、地域再生に向けた長期的な取り

組みの立ち上がりを支援する趣旨から、市町村が

行うソフト事業に対し最大３カ年支援されるもの

、 、で 採択に当たりましては人口減少率や高齢化率

完全失業率などの条件不利基準や財政状況や行革

努力などの行財政基準の点数配分によって選定さ

れることになっております。

本町におきましては、平成20年度に移住交流事

業や小学生以下医療費無料化事業、おひさまルー

ムの開設事業、小中学校の芸術鑑賞事業などを盛

り込んだ移住定住促進プロジェクトが採択され、

平成22年度までの３カ年の継続事業となってお

り、平成20年度、平成21年度それぞれ430万円の

交付を受けたところであります。

議員ご指摘の企業誘致対策につきましては、経

済の活性化や人口の定着化を図る上において大変

重要な課題であると認識しており、閉山後雇用の

場の確保が急務であったことから企業誘致活動を

積極的に展開したことにより最大31社、700名近

い雇用を創出いたしましたが、景気の低迷などに

より企業が撤退するなど、昨年９月には雇用数が

260名まで落ち込んだところであります。全国的

に新規企業の誘致がきわめて困難な状況のもと、

雇用の場の確保と人口定住にあっては既存企業の

育成助長が求められるもので、これが対策に重点

を置く施策の展開により昨年のマイクログラス社

の工場増設とジャパン社のシイタケ栽培の本町進

出によりまして新たに70名近い雇用が創出されま

したので、現在では10社17工場、330名余りまで

回復し、町内の雇用環境につきましても少しずつ

ではありますが、改善されてきているものと考え

ているところであります。

企業誘致活動については、従前より一朝一夕で

その効果が得られるものでなく、地道な活動基盤

の上に結果がついてくるものと思料するもので、

そのような観点から昨年産炭地域振興センターの

助成を受け、企業誘致推進調査事業を実施したと

ころでありますが、本調査を実施するに当たって

受託業者から、本町の工業団地や遊休地が小規模

であるため全業種の調査は難しいとのことで対象
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、 、 、業種を食料品 飲料製造業 一般機械器具製造業

電気機械器具製造業、精密医療器械製造業の４業

種に絞り込み、560社を対象に投資意欲のある企

業に対し調査したところであります。調査終了後

受託業者から、食料品製造業と精密機器製造業か

ら前向きな回答があったので、これらの企業に対

し積極的に働きかけをしてほしいとの助言をいた

だきましたので、調査結果をもとに投資意欲のあ

る企業に対しまして現在もコンタクトがとれるよ

う産炭地域振興センターの助成内容や空き工場な

どの情報を記載したダイレクトメールを数回にわ

たり発送しておりますが、昨年末に発生いたしま

した世界同時不況により企業そのものがリスク回

避や新たな投資の抑制に走り、現在は回答が得ら

れないなど大変難しい状況にありますが、引き続

き今後の企業誘致活動に生かしていきたいと考え

ております。

このような状況の中、本町におきましてはマイ

クログラス社や京セミなど将来性のある企業も操

業しており、さきに触れましたが、これが既存企

業の育成助長により事業拡大を図るなどの方策も

、 、大切であり 大変重要な取り組みであると思われ

できるものから着実に足場を固め、産業基盤の確

立を目指すのが肝要と考えるものであります。

町長行政報告でも町長からご報告いたしました

が、現在中町工業団地で操業しているわたなべフ

ァームにつきましても事業拡大を図るべく、現在

隣接する本町工業団地に栽培ハウスを１棟建設し

ており、５名の雇用が創出されることから、この

事業に対し産炭地域振興センターの助成金を活用

して支援してまいりたいと考えております。

また、国の平成20年度第２次補正予算であるふ

るさと雇用再生特別交付金を活用して、第２回定

例会で予算計上いたしましたジャパン社の特産品

の開発事業につきましても現在３名を雇用し、試

作品の開発研究を行い、数種類の試作品が完成し

ているところであり、これらが商品化されますと

新たな雇用も創出されることになり、関連するシ

イタケ栽培による多角的広範な事業展開が可能と

なるよう大いに期待するものであります。

企業誘致につきましては、自治体単独での活動

には限界があり、国や道の協力支援が不可欠であ

りますので、現在道のホームページに本町の空き

工場や遊休地の情報を掲載しており、さらに国の

企業立地促進法に基づく道央空知地域の21市町に

本町が指定されたことから、国や道において指定

地域を対象とした企業誘致事業も予定されており

ますので、これらに積極的に参加するほか、議員

から大変貴重なご意見やご提言をいただきました

ので、来年度の計画に盛り込むなど今後の企業誘

致対策や事業展開に反映させていきたいと考えて

おります。企業誘致対策や人口減少対策は、本町

の最重要課題でありますので、今後におきまして

も国や道、産炭地域振興センターなどの助成制度

を有効に活用し、地域経済の活性化や雇用創出に

努力してまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

以上を申し上げ、答弁とさせていただきます。

ただいまの答弁に対し、再〇議長（堀内哲夫）

質問があれば許可いたします。

ありません。〇５番（髙橋成和）

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

以上で一般質問を終了いたします。

◎議案第２８号 議案第２９号 議案第３０号

議案第３１号 議案第３２号 議案第３３号

議案第３４号

次、日程第３、議案第28号〇議長（堀内哲夫）

から日程第９、議案第34号については既に提案理

由並びに内容説明が終了しておりますので、順次

質疑、討論、採決を行ってまいります。

日程第３、議案第28号 上砂川町営住宅条例等

の一部を改正する条例制定について議題といたし

ます。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ
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んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第28号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第28号 上砂川町営住宅条例

等の一部を改正する条例制定については、原案の

とおり決定いたしました。

次、日程第４、議案第29号 北海道市町村職員

退職手当組合規約の変更について議題といたしま

す。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第29号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第29号 北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更については、原案のとおり

決定いたしました。

次、日程第５、議案第30号 北海道市町村総合

事務組合規約の変更について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第30号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第30号 北海道市町村総合事

務組合規約の変更については、原案のとおり決定

いたしました。

次、日程第６、議案第31号 北海道町村議会議

員公務災害補償等組合規約の変更について議題と

いたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第31号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第31号 北海道町村議会議員

公務災害補償等組合規約の変更については、原案

のとおり決定いたしました。

次、日程第７、議案第32号 平成21年度上砂川
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町一般会計補正予算（第４号）について議題とい

たします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第32号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第32号 平成21年度上砂川町

一般会計補正予算（第４号）については、原案の

とおり決定いたしました。

次、日程第８、議案第33号 平成21年度上砂川

町老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）

について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第33号について採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第33号 平成21年度上砂川町

老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）に

ついては、原案のとおり決定いたしました。

次、日程第９、議案第34号 平成21年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第34号について採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第34号 平成21年度上砂川町

下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

は、原案のとおり決定いたしました。

◎調査第３号

次、日程第10、調査第３号〇議長（堀内哲夫）

所管事務調査について議題といたします。

お手元に配付いたしておりますように、議会運

営委員長から会議規則第74条の規定により、閉会

中の継続審査について申し出がありましたので、

委員長の申し出のとおり許可してまいりたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

よって、本件は委員長の申し出のとおり許可す

ることに決定いたしました。

◎派遣第３号

次、日程第11、派遣第３号〇議長（堀内哲夫）

議員の派遣承認について議題といたします。

これもお手元に配付のプリントに内容が記載さ

れておりますので、これを派遣してまいりたいと
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思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

よって、本件は派遣することに決定いたしまし

た。

◎追加日程について

ただいま議長の手元に議案〇議長（堀内哲夫）

１件が所定の手続を経て提出されておりますの

で、これを追加日程のとおり追加し、議題に付し

、 。たいと思いますが これにご異議ございませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、追加議事日程のとおり追加するこ

とに決定いたしました。

◎議案第３５号

日程第12、議案第35号 財〇議長（堀内哲夫）

産の取得について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程をされまし〇町長（加賀谷政清）

た議案第35号 財産の取得について、提案理由を

申し述べますので、ご審議くださるようお願いを

いたします。

提案理由といたしましては、福祉バスの取得に

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決に付すものであること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上であります。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

議案第35号について内容の説明をいたします。

このたびの議案につきましては、福祉バス、ふ

れあい号でございますが、これを更新取得するた

め、財産の取得についてご審議くださるようお願

いをするものでございます。

現在所有しております福祉バスは、平成３年に

購入したバスで、購入後18年を経過し、老朽化し

ていることから、国の緊急経済対策事業により更

新するものであります。

購入いたします車両の規格は、全長8,990ミリ

メートル、総排気量7,545cc、240馬力の車両で乗

車定員は運転手、添乗員を含め42人で、うち補助

席が７席となるもので、補助席を含め全席にシー

トベルト装備をしているところでございます。ま

た、乗降口につきましては乗りおりする際に車体

が５センチ低くなる車体調整機能を備えており、

お年寄りの方や幼児でも乗りおりが楽にできるよ

うになっております。既存のバスとの比較では、

車両全長で３メートル短く、乗車定員で15人少な

くなっておりますが、近年の利用状況や維持管理

面を考慮し、大型バスから中型バスに変更したも

のでございます。

入札につきましては、日産ディーゼル、日野自

動車、いすゞ自動車販売、三菱ふそうトラック・

バスの４社による指名競争入札を９月14日に行い

ましたが、入札を３回実施したところでございま

すが、いずれも予定価格を下回る入札額の提示が

ありませんでしたので、３回目の最低価格の入札

額の提示がございました日産ディーゼル北海道販

売空知支店と協議により予定価格であります1,91

1万円で取得することといたしました。納入期限

につきましては、平成22年２月26日としておりま

す。

なお、既存の福祉バスにつきましては下取りは

、 、行わず インターネットオークション等を利用し

売却を行う予定としておりますので、ご理解願い

たいと存じます。

それでは、本文に入らせていただきます。財産

の取得について。

次の財産を取得する。

１、取得の種類及び数量、福祉バス１台。
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２、取得の内容、購入。

３、取得金額1,911万円（消費税含む 。）

４、取得の相手方、砂川市空知太東１条３丁目

３番24号、日産ディーゼル北海道販売株式会社空

知支店支店長、川崎晃司。

５、契約の方法、指名競争入札。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明が終了いたし

ましたので、これより順次、質疑、討論、採決を

行ってまいります。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第35号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第35号 財産の取得について

は、原案のとおり決定いたしました。

◎閉会の宣告

以上で本定例会に付議され〇議長（堀内哲夫）

ました案件につきましては、すべて終了いたしま

したので、平成21年第３回上砂川町議会定例会を

閉会いたします。どうもご苦労さまでございまし

た。

（閉会 午前１０時２８分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 数 馬 尚

署 名 議 員 髙 橋 成 和
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出 席 議 員

議席 ３ 定
氏 名

番号 9.16 9.18

１ 堀 内 哲 夫 ○ ○

２ 水 谷 寿 彦 ○ ○

３ 斎 藤 勝 男 ○ ○

４ 数 馬 尚 ○ ○

５ 髙 橋 成 和 ○ ○

６ 大 内 兆 春 ○ ○

７ 川 上 三 男 ○ ○

８ 横 溝 一 成 ○ ○

９ 柳 川 暉 雄 ○ ○
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説 明 の た め 出 席 し た 者

３ 定
役 職 名 氏 名

9.16 9.18

町 長 加賀谷 政 清 ○ ○

副 町 長 貝 田 喜 雄 ○ ○

教 育 長 勝 又 寛 ○ ○

教 育 委 員 長 栗 原 順 道 × ○

監 査 委 員 道 藤 秋 夫 ○ ○

監 査 事 務 局 長 是 洞 春 輝 ○ ○

総 務 企 画 課 長 林 智 明 ○ ○

総務企画課参事 奥 山 光 一 ○ ○

住 民 福 祉 課 長 山 本 丈 夫 ○ ○

税 務 出 納 課 長 高 木 則 和 ○ ○

建 設 水 道 課 長 清 野 勝 吉 ○ ○

消 防 長 川 下 清 ○ ○

教 育 次 長 渡 辺 修 一 ○ ○

老人保健施設長

高 橋 良 ○ ○町 立 診 療 所 事 務 長

特別養護老人ホーム施設長

事 務 局 職 員 出 席 者

３ 定
職 名 氏 名

9.16 9.18

事 務 局 長 是 洞 春 輝 ○ ○

書 記 三 上 美知子 ○ ○


